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令和７年11月18日
第　　  647 　　号

くろまぐろ
（大型魚） 54.0トン

福岡県くろまぐろ
（大型魚）知事管理

区分
54.0トン

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和７年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　福岡県警察組織犯罪情報分析システム賃貸借

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

　　令和７年９月30日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社インフォマティクス大阪営業所

　⑵　住所

　　　大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　209,101,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　令和７年８月19日

公　　　告

目　　　次
　　　　告　　　示（第641号）

○令和７管理年度における知事管理漁獲可能量の変更　　（水産振興課）……………１

　　　　公　　　告

○落札者等の公示　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部会計課）……………１

○福岡武道館の利用料金の承認　　　　　　　　　　（警察本部教養課）……………２

○意見募集の結果の公示　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………４

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………４

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………４

　福岡県告示第641号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第５項の規定に基づき、くろまぐろ（小型魚

）及びくろまぐろ（大型魚）の令和７管理年度（令和７年４月１日から令和８年３月31

日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を変更したので、同項において準

用する同条第４項の規定に基づき、次のとおり公表する。

　　令和７年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

特定水産資源
福岡県に定められ
た都道府県別漁獲

可能量

知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

くろまぐろ
（小型魚） 17.6トン

福岡県くろまぐろ
（小型魚）知事管理

区分
17.6トン

告　　　示
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弓
道
場

占
用
使
用

利用
者が
入場
料を
徴収
しな
い場
合

平日 2,700円 3,600円 3,300円 7,200円 7,800円 11,400円

土・日・休
日 3,240円 4,320円 3,960円 8,640円 9,360円 13,680円

利用
者が
入場
料を
徴収
する
場合

平日 8,100円 10,800円 9,900円 21,600円 23,400円 34,200円

土・日・休
日 9,720円 12,960円 11,880円 25,920円 28,080円 41,040円

個
人
使
用

２時
間に
つき

小・中学生 90円

高校生 130円

一般 260円
相
撲
場

本
土
俵

占
用
使
用

利用
者が
入場
料を
徴収
しな
い場
合

平日 1,200円 1,600円 1,500円 3,200円 3,500円 5,100円

土・日・休
日 1,440円 1,920円 1,800円 3,840円 4,200円 6,120円

利用
者が
入場
料を
徴収
する
場合

平日 3,600円 4,800円 4,500円 9,600円 10,500円 15,300円

土・日・休
日 4,320円 5,760円 5,400円 11,520円 12,600円 18,360円

個
人
使
用

２時
間に
つき

小・中学生 90円

高校生 130円

一般 260円
練
習
用
土
俵

占
用
使
用

平日 1,200円 1,600円 1,500円 3,200円 3,500円 5,100円
土・日・休
日 1,440円 1,920円 1,800円 3,840円 4,200円 6,120円

個
人
使
用

２時
間に
つき

小・中学生 90円

高校生 130円

一般 260円

　公告

　福岡武道館条例（昭和54年福岡県条例第10号）第７条第２項の規定に基づき、福岡武

道館の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　令和７年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名称

　　福岡武道館

２　位置

　　福岡市博多区東公園８番３号

３　利用料金の承認月日

　　令和７年11月5日

４　利用料金（令和８年１月５日以降）

　⑴　施設

区　　　　分
午前９時
から正午
まで

午後１時
から午後
５時まで

午後６時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
５時まで

午後１時
から午後
９時まで

午前９時
から午後
９時まで

武
道
場

占
用
使
用

利用
者が
入場
料を
徴収
しな
い場
合

平日 10,500円 14,000円 13,200円 28,000円 30,700円 44,700円

土・日・休
日 12,600円 16,800円 15,840円 33,600円 36,840円 53,640円

利用
者が
入場
料を
徴収
する
場合

平日 31,500円 42,000円 39,600円 84,000円 92,100円 134,100円

土・日・休
日 37,800円 50,400円 47,520円 100,800円 110,520円 160,920円

個
人
使
用

２時
間に
つき

小・中学生 90円

高校生 130円

一般 260円
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種　　　　　別 単　　　　　位 金　　　　　額

ポータブルステージ １台　１回 200円

両面掲示板 １台　１回 110円

長机 １脚　１回 60円

椅子 １脚　１回 30円

フロアシート １枚　１回 110円

　　５　この表に掲げる利用時間を超えて武道場、弓道場、相撲場若しくは体育館を利

用する場合又は武道場、弓道場、相撲場（練習用土俵に限る。以下⑷において同

じ。）若しくは体育館の一部を占用使用する場合の額は、次のとおりとする。

　　　⑴　この表に掲げる利用時間を超えて武道館、弓道場、相撲場又は体育館を利用

する場合　次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額

　　　　ア　占用使用において超過時間が午前７時から午前９時までの場合　超過時間

１時間につき、この表に定める午前９時から正午までの額の一時間当たりの

額に100分の150を乗じて得た額

　　　　イ　占用使用において超過時間が正午から午後６時までの場合　超過時間１時

間につき、この表に定める午後１時から午後５時までの額の１時間当たりの

額

　　　　ウ　占用使用において超過時間が午後６時から午後９時までの場合　超過時間

１時間につき、この表に定める午後６時から午後９時までの額の１時間当た

りの額

　　　　エ　占用使用において超過時間が午後９時から午後10時までの場合　この表に

定める午後６時から午後９時までの額の１時間当たりの額に100分の150を乗

じて得た額

　　　　オ　個人使用の場合　超過時間１時間につき、この表に定める額の１時間当た

りの額

　　　⑵　武道場の一部を占用使用する場合　この表に定める額に武道場総面積に占め

る占用使用する面積の割合を乗じて得た額

　　　⑶　弓道場の一部を占用使用する場合　この表に定める額に弓道場総的数に占め

体
育
館

占
用
使
用

利用
者が
入場
料を
徴収
しな
い場
合

平日 3,600円 4,800円 4,500円 9,600円 10,500円 15,300円

土・日・休
日 4,320円 5,760円 5,400円 11,520円 12,600円 18,360円

利用
者が
入場
料を
徴収
する
場合

平日 10,800円 14,400円 13,500円 28,800円 31,500円 45,900円

土・日・休
日 12,960円 17,280円 16,200円 34,560円 37,800円 55,080円

個
人
使
用

２時
間に
つき

小・中学生 90円

高校生 130円

一般 260円
附
属
施
設

控室１（兼会議室） １時間につき 200円

控室２（兼会議室） １時間につき 200円

控室３（兼会議室） １時間につき 250円

控室４（兼会議室） １時間につき 230円

控室５（兼会議室） １時間につき 160円

　備考

　　１　「占用使用」とは競技大会、講習会等において、施設を独占的に利用する場合

を、「個人使用」とは占用使用以外の場合をいう。

　　２　「小・中学生」とは小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学

部を含む。）の児童及び中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期

課程及び特別支援学校の中学部を含む。）の生徒並びにこれらに準ずる者を、「

高校生」とは高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含

む。）の生徒及びこれらに準ずる者をいい、「一般」とは、幼児、小・中学生及

び高校生以外の者をいう。

　　３　「土・日・休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日を、「平日」とはこれら以外の日をいう。

　　４　この表に掲げる施設に附属する設備、器具等の額は、次のとおりとする。
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　　令和７年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　問合せ先

　　商工部中小企業振興課管理指導係

　　電話：092－643－3423

　　メールアドレス：tshinko@pref.fukuoka.lg.jp

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市神在西一丁目1400番１、1400番２、1400番７から1400番13まで及び1400番15

から1400番24まで並びにこれらの区域内の道路・水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大野城市御笠川五丁目８番18号

　　株式会社アーキテックス

　　代表取締役　栗山　浩

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市福童字町260番１、260番２、261番、262番１、262番２、264番１から264番

４まで、265番１、265番２、266番１、266番２、266番４、269番１、269番３、270番

る占用使用する的数の割合を乗じて得た額

　　　⑷　相撲場の一部を占用使用する場合　この表に定める額に相撲場総面積に占め

る占用使用する面積の割合を乗じて得た額

　　　⑸　体育館の一部を占用使用する場合　この表に定める額に体育館総面積に占め

る占用使用する面積の割合を乗じて得た額

　　６　５の⑴の場合において、超過時間が１時間未満であるときは１時間とし、１時

間を超える場合において１時間未満の端数があるときは、当該端数の時間は、１

時間として計算する。

　　７　武道場、弓道場、相撲場又は体育館を占用使用する場合において、特別な設備

を設置して電気を使用するとき、又は冷暖房を使用するときは、この表に定める

額に、次に掲げる額を加算した額とする。

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

電気 実費相当額

冷暖房 実費相当額

　⑵　駐車場

種　類 単　　　　　位 料金（一台一回）

駐　車　場

１時間以内 無料

１時間を超え２時間以内 200円

２時間を超えるとき 300円

　備考　この表の規定にかかわらず、福岡武道館の利用者以外の者に対する額は、利用

時間１時間ごとに500円とする。この場合において、駐車時間に１時間未満の端数

があるときは、当該端数の時間は１時間として算定する。

　公告

　福岡県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則案について、令和７年４月

25日から令和７年５月30日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、原案のとおり令和７年11月18
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１から270番４まで、272番１、272番２、273番２、273番３の一部、277番１、297番

１、297番４から297番９まで、298番１から298番５まで、299番１から299番３まで、

300番１、300番２、301番１から301番６まで、302番１から302番６まで、303番１か

ら303番３まで、303番５、303番７から303番10まで、304番１、304番２及び304番６

並びにこれらの区域内の道路・水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市東区松田一丁目５番７号

　　株式会社ミスターマックス・ホールディングス

　　代表取締役　平野　能章


